
警
察
庁
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
（
抄
）

（
警
備
局
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
四
条

警
備
局
に
お
い
て
は
、
警
察
庁
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

警
備
警
察
に
関
す
る
こ
と
。

二

警
衛
に
関
す
る
こ
と
。

三

警
護
に
関
す
る
こ
と
。

四

警
備
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

五

第
七
十
一
条
の
緊
急
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
計
画
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

２

外
事
情
報
部
に
お
い
て
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
外
国
人
又
は
そ
の
活
動
の
本
拠
が
外
国
に
在
る
日
本
人
に
係
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
課
の
設
置
等
）

第
二
十
六
条

警
察
庁
の
課
（
室
そ
の
他
課
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２

警
察
庁
の
課
に
、
課
長
（
室
に
あ
つ
て
は
、
室
長
）
を
置
く
。

３

警
察
庁
の
長
官
官
房
、
局
又
は
部
に
、
そ
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
総
括
整
理
す
る
職
を
置
く
と
き
、
又
は
課
（
課
に
準
ず
る
室
を
含
む
。
）
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
の

能
率
的
な
遂
行
の
た
め
こ
れ
を
所
掌
す
る
職
で
課
長
に
準
ず
る
も
の
を
置
く
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
設
置
、
職
務
及
び
定
数
は
、
政
令
で
定
め
る
。


